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居宅介護支援重要事項説明書 

 

１． 当法人が提供するサービスについての相談窓口 
 

     電話 ０３－５９３７－２３８１ 

     担当                管理責任者 鈴木 希衣子   

＊ご不明な点は、なんでもお尋ね下さい。 
 

２． 社会福祉法人ケアネット  東中野居宅介護支援事業所の概要 

 

（１）居宅介護支援を行う事業所の概要およびサービス提供地域 

事業所名      東中野居宅介護支援事業所 

所在地       東京都中野区東中野 5－17－30  

介護保険指定番号  1371404136 

サービスを提供する 中野区全域 新宿区全域 豊島区内の一部 

地域        （豊島区のサービス提供地域は４．（２）に記載） 

       ＊上記地域以外でもご希望の方はご相談下さい。 

 

（２）同事業所の職員体制 

従業員の職種 員数 
常勤 非常勤 

主な保有資格 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １名 ０名 １名 ０名 ０名 介護支援専門員 

主任介護支援専門員 1 名 ０名 1 名 ０名 ０名 介護福祉士 

介護支援専門員 3 名 3 名 ０名 ０名 ０名 介護福祉士 

事務員 ０名 ０名 ０名 ０名 ０名   

 

（３）営業日・時間 

営業日 月～金 （土・日曜日 祝日と 12/30～1/3 は休み） 

営業時間 午前 9 時 00 分 ～ 午後 6 時 00 分 

※ 営業日・時間以外の緊急時連絡先 (03-5937-2381) 

 

３．居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

以下の流れでサービスを提供いたします。 

① 相談受付（申し込み） 

② 居宅介護支援事業者と契約 

③ ケアプラン作成のための調査（アセスメント）・・・ご利用者の居宅に訪問、ご利用者及び

ご家族に面会して情報を収集し、解決すべき課題を把握する。 

④ ケアプラン原案作成・・・サービス事業者の選択。 

⑤ 担当者会議の開催・・・サービス担当者が集まり会議を開催。 
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⑥ ケアプランに同意・・・サービス計画の内容や介護費用等について、ご利用者及びご家族

に説明し、ご利用者から文書による同意を得た後、交付する。 

⑦ サービス事業者と契約・・・サービス計画に位置付けたサービス事業者との連絡調整及び

契約 

⑧ サービス利用票の作成 
⑨ 計画期間中のサービス提供状況の把握・・・給付管理や、１か月に１回以上の訪問し、必

要に応じて計画を変更する。 

⑩ 障害福祉サービスを利用してきた方が、介護保険サービスを利用する際には、事業所は障

害福祉サービスの特定相談支援事業所との連携を必要に応じて行う。 

 

４． 利用料金 

（１）利用料 

     要介護認定を受けられた方は、法定代理受領となり、介護保険制度から全額給付される 

     ので、自己負担はありません。 

＊ 保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、【別紙料金

表】に記載された金額をいただき、当法人からサービス提供証明書を発行いたし

ます。このサービス提供証明書を後日保険者である住所地の自治体窓口に提出し

ますと、全部または一部の額の払戻を受けられます。 

（２）交通費 

    下記通常のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。 

    下記地域以外の方は、介護支援専門員がお尋ねするためには交通費の実費が必要です。 

    自動車での訪問の場合、実施地域を超えた地点から１㎞（端数の距離は切り上げ）につ

き、１００円となります。但し、請求を行う場合、ご利用者様及びご家族様の同意を得

た後に請求いたします。 

 

   通常のサービスを提供する地域 

     

 

 

 

 

（３）解約料 

    お利用者様はいつでも契約を解約することができ、解約時に料金はかかりません。 

（４）その他 

支払方法 

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、金額は月末にお知らせいたします。お支

払は、事業者の指定期日までに指定口座にお振込みいただきます。 

     

 

 

中野区 全域 

新宿区 全域 

豊島区 南長崎、長崎、千早、西池袋、目白全域 
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５．当法人の居宅介護支援の特徴等 

 

（１） 運営の方針 

   １． ご利用者様が要介護状態等となった場合、可能な限り居宅において、その有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して支援を行います。 

   ２． ご利用者様の要介護認定等に係る申請に対して、ご利用者様の意思を踏まえ、必要

な協力を行います。また、ご利用者様が申請を行っているか否かを確認し、その支

援を行います。 

   ３． サービスの質の向上を保つ為、社内研修を行うだけでなく、東京都社会福祉協議会

や中野区介護サービス事業者連絡会、自治体、及び地域包括支援センターが主催す

る研修に積極的に参加していきます。 

   ４． ご利用者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健・

医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービス事業者との連携を得て、

総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮し努めます。 

   ５． ご利用者様は、当事業所より居宅介護支援のサービスを受けている間に入院される、

あるいは入院された際には、入院先の医療機関に、担当の介護支援専門員の氏名を

お伝えいただけるようにお願いいたします。そのために、担当の介護支援専門員の

名刺連絡先を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保

管する事を、国は勧奨しています。 

   ６． 障害福祉サービスを利用してきた方が介護保険サービスを利用する際には、事業所

は障害福祉サービスの特定相談支援事業者との連携に努めます。 

   ７． 営業範囲の各自治体から介護認定調査の委託を受けた場合は、公平、中立さらに認

定調査の対象者に対し正しい調査を行います。 

   ８． ご利用者様の意思及び人格を尊重し、常にご利用者様の立場に立ち、ご利用者様に

提供されるサービスの種類が特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中

立に行います。 

   ９． 利用者様は、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所等について、複数の事業

所の紹介を求めることが可能です。ご希望の際は、担当の介護支援専門員にお申し

付けください。 

   １０．利用者様は、ケアプランに位置付けた居宅サービス事業所等について、その事業所

をケアプランに位置付けた理由の説明を求めることが可能です。ご希望の際は、担

当の介護支援専門員にお申し付けください。 

１１．営業範囲の各自治体または地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けた

場合は、適正な計画作成を行い、担当地域包括支援センターと連携を取ります。 

１２．ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等のため、管理者を責任者として設置するこ

と等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施すること等

の措置を講じるよう努めます。 
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（２） サービス利用のために 

事項 有無 備考 

介護支援専門員の変更  有 変更を希望される方はお申し出ください 

調査（課題把握）の方法 有 当法人独自のアセスメント書式を用いて行う 

介護支援専門員への研修の

実施 
有 

・毎週定期的に事業所内会議を実施 

・年数回以上中野区等の自治体や地域包括支援センター、

地域の医師会や介護保険事業者団体等が主催する研修に参

加する 

第３者評価の受審 

無 

実施した直近の年月日： 

実施した評価機関  ： 

評価結果の開示状況 ： 

契約後、居宅サービス計画

の作成段階途中でお客様の

ご都合により解約した場合

の解約料 

無 

前記４の（３）参照 

 

６．サービスに関する苦情 

① 事業所ご利用者相談・苦情担当 

  担当 鈴木 希衣子         電話０３－５９３７－２３８１ 

  当事業所以外に法人本部に苦情を伝えることができます。 

社会福祉法人ケアネット法人本部  電話０３－５３４２－０８２０ 

   ②その他 

    当法人以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝える事ができます。 

    ・国民健康保険団体連合会          電話番号 ０３－６２３８－０１７７ 

    ・中野区区民部介護高齢者支援課       電話番号 ０３－３２２８－８８７８ 

    ・新宿区福祉部介護保険課          電話番号 ０３－５２７３－３２９７ 

    ・豊島区保健福祉部介護保険課        電話番号 ０３－３９８１－１３１８ 

    ・各地域担当の地域包括支援センター・高齢者総合相談センター等でも受け付けます。 

 

７． 秘密の保持 

① 在職中の職員・・・全ての職員は、その業務上知り得たご利用者及びそのご家族の秘密

の保持を義務とします。 

② 退職後の職員・・・全ての職員は、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保

持するべき旨を、誓約書に証します。 

③ 利用者等個人情報の必要性・・・職員がサービス担当者会議等において、ご利用者及び

そのご家族の個人情報を、他のサービス担当者と共有します。そのため、あらかじめ、

文書によりご利用者及びそのご家族から同意を得る必要があります。同意書の有効期間

は利用契約期間と同じとし、個人情報の範囲は、サービスの円滑な提供に必要な最小限

度のものとします。 
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８． 事故発生時、緊急時の対応 

① サービス提供中の事故発生時・・速やかにご家族、医療機関・医師、区市町村及び当該

ご利用者に係る介護保険事業者等へ連絡し、医療受診等適切な処置をとります。 

② 利用者の体調悪化等・・速やかに家族及び医療機関・医師に連絡し、医療受診等の適切

な処置をとります。 

 

９． 記録の作成、保管 

当事業所はサービスの提供にあたって、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成し、

契約終了後の 2 年間保管します。 

 

10．当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状

況は別紙のとおりである。 

 

11．当法人の概要 

 名称・法人種別   社会福祉法人ケアネット   

 代表者役職・氏名  理事長  鈴木 裕 

 本社所在地・電話番号  東京都中野区弥生町二丁目 42 番 2 号 

 定款の目的に定めた事業   １、老人福祉施設 

               ２、短期老人入所施設 

               ３、通所介護 

               ４、地域包括支援 

               ５、居宅介護支援 

               ６、小規模多機能居宅介護 

 

    営業所数等         居宅介護支援     ２ヶ所 

                  老人福祉施設     ３ヶ所 

                  老人短期入所施設   ２ヶ所 

                  通所介護       ２ヶ所 

                  小規模多機能居宅介護 １ヶ所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用申込者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しま

した。 

 

令和   年   月   日 

                  事業者 

                  所在地 東京都中野区弥生町二丁目４２番２号 

                  名称  社会福祉法人ケアネット 

事業所 東中野居宅介護支援事業所     印     

                       

                  説明者 所属 東中野居宅介護支援事業所 

                      氏名               印 

 

 

 私は本書面により、事業者からから居宅介護支援についての重要事項の説明を受け同意しまし

た。 

 

令和   年   月   日 

 

             利用申込者 住所 

 

                   氏名               印 

 

             代理人 住所 

 

                 氏名                 印 

                  （続柄          ） 


